
第５２４回 海 務 協 議 会 
 

 

（１）日時：平成２６年１月１６日（木）１３：３０～ 

 

（２）場所：第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

 

（３）議題：  

 

 

１．「出港前報告制度」における NACCS 業務毎の主なポイント等について 

監視部：佐々木 統括監視官 

 

２．とん税及び特別とん税の「納税義務者」について 

監視部：菅 上席監視官 

 

３．NACCS「汎用申請業務（業務コード：HYS）」における留意点について 

監視部：菅 上席監視官 

 

４．監視分庁舎の耐震工事について（続報） 

監視部：佐々木 統括監視官 

 

５．税関 WAN ルータの設定変更等に伴う NACCS 利用不可について（2月 9日（日）） 

監視部：菅 上席監視官 

 

 

 

 

（４）その他・質疑応答 

 

 
開催予定日  平成２６年 ３月 ７日 （金）開催予定 

 

開 催 場 所  第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

 

当協会に関するご質問、議題等提起がございましたら、 

お気軽に事務局宛にご連絡下さい。 

 

公益財団法人 日本関税協会横浜支部 

ＴＥＬ０４５－６８０－１７５７ 

ＦＡＸ０４５－６８０－１７５８ 

Ｅ－ｍａｉｌ bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 

 

http://www.yokohama-customs.go.jp （横浜税関） 

http://www.kanzei.or.jp   （日本関税協会） 

http://www.kanzei.or.jp/yokohama/ （日本関税協会横浜支部） 



１-１．「出港前報告制度」における NACCS 業務毎の主なポイントについて 

 

NACCS 業務 入     力 出     力 
備  考 

業務名 業務コード 入力者 入力項目名等 説    明 出力情報名 説    明 

出港前報告 AMR 
船会社、船舶代

理店 

※全般事項 

 

※印については、下記 AHR 業

務においても同様 

・法的な報告期限は「船積港出港 24 時間前まで」であるが、税

関は原則、「報告から 24 時間以内」に事前通知を行うこととし

ているので、「船積み 24 時間前まで」に報告することにより、

船積み前にハイリスク貨物の事前通知を受け取ることが可能

（船積みの取り止めが可能） 

リスク分析結果事前通知情

報 

・税関が事前通知を必要と判断した場合に、CDN（出港前報告

審査終了・事前通知内容確認）を行うことで入力者等に出力 

・オーシャン（マスター）B/L 及びマスターB/L に関連するハ

ウス B/L に対して事前通知が行われた場合には、当該事前通

知が解除されるまで船卸登録が不可 

・「SPD」が出力された場合には、船卸許可申請手続きが必要 

＜以下、主な出力パターン＞ 

・「DNL」及び「HLD」について、当業務実施者及び「通知先コ

ード欄」に入力があった利用者に対し出力 

・上記「DNL」及び「HLD」が解除されることなく DMF 業務が行

われた場合、事前通知コード「DNU」に自動切替えされたう

えで当業務実施者及び「通知先コード欄」に入力があった利

用者に対し出力（DMF 業務実施者にも出力） 

・「SPD」について、当業務実施者及び「通知先コード欄」に入

力があった利用者に対し出力（DMF 業務が実施されている場

合には、当該業務実施者にも出力） 

 

※「グリニッジ標準時差分」

欄 

「出港予定年月日」欄及び「出港予定時分」欄を現地時間で入力

した場合に差分を入力 

「マスターB/L 識別」欄 関連するハウス B/L が存在する場合に「M」を入力 

「通知先コード」欄 

税関からの事前通知情報を入力者以外にも通知する必要があ

る場合及び IAR 業務を他の利用者に行わせる必要がある場合に

利用者コード（最大 3つ）を入力 

※「品名」欄 
積荷内容が容易に特定できるよう、具体的かつ詳細な品名を入

力 

※「代表品目番号」欄 
HS コード（6桁）で入力（複数の品目がある場合には代表的な

ものを入力） 

出港前報告訂

正 

CMR11（呼出

し） 

CMR（訂正等登

録） 

船会社、船舶代

理店 
全般事項 

・当該業務により「訂正」「削除」「追加」が可能 

・「追加」について、ATD 業務後において AMR 業務実施時に報告

漏れとなった情報を追加登録 

 また、船舶情報（トランシップ等）の訂正に伴う再報告も可能 

・「訂正」及び「削除」について、ATD 業務が完了している場合

には、「リスク分析結果事前通知情報」が出力されている場合

に限って実施可能 

・「訂正」について、訂正対象・対象外項目に関係なく、全項目

の入力が必要（呼出し業務を活用） 

出港前報告不一致情報（民

間） 

ATD 業務後、当業務により「追加」又は「訂正」された場合

で、報告期限までに出港前報告が行われていない場合、マスタ

ーB/L として登録されているにも関わらずハウス B/L が関連付

けされていない場合等に、当該業務実施者及び ATD 業務実施者

に対し出力 

＜訂正不可項目＞ 

・「船舶コード」欄 

・「航海番号」欄 

・「船会社コード」欄 

・「船積港コード」欄 

・「船積港枝番」欄 

・「B/L 番号」欄 

上記項目を訂正する必

要がある場合には、削除の

うえ、AMR 業務にて再登録

を実施 

出港前報告

（ハウス

B/L） 

AHR NVOCC 「マスター番号」欄  関連付けを行うマスターB/L 番号を入力 
リスク分析結果事前通知情

報 

・税関が事前通知を必要と判断した場合に、CDN（出港前報告

審査終了・事前通知内容確認）を行うことで入力者等に出力 

＜以下、主な出力パターン＞ 

・「DNL」及び「HLD」について、当業務実施者及び「通知先コ

ード欄」に入力があった利用者に対し出力（既に AMR 業務が

実施されている場合には、当該ハウス B/L に関連するマスタ

ーB/L に係る AMR 業務実施者に対し出力） 

・上記「DNL」及び「HLD」が解除されることなく関連するマス

ターB/L の DMF 業務が行われた場合、事前通知コード「DNU」

の通知が当業務実施者及び「通知先コード欄」に入力があっ

た利用者に対し出力（DMF 業務実施者及び関連するマスター

B/L に係る AMR 業務実施者にも出力） 

・「SPD」については、当該業務実施者には出力されない 

後続業務である NVC11 業

務にて、AHR 業務で登録さ

れた情報を呼出したうえ

で「混載貨物情報登録

（NVC01）」業務の実施が可

能（「通知先コード」欄に

入力のあった利用者に限

る） 

平 成 26 年 1 月 16 日 

第 524 回海務協議会資料 



NACCS 業務 入     力 出     力 
備  考 

業務名 業務コード 入力者 入力項目名等 説    明 出力情報名 説    明 

出港前報告

（ハウス

B/L） 

AHR NVOCC 

「ハウス B/L 報告完了識別」

欄 

 マスターB/Lに関連付けを行うハウス B/Lの報告が全て完了し

ている場合に「E」を入力 
ハウス B/L報告完了通知情報 

「ハウス B/L 報告完了識別」欄に「E」の入力があった場合に、

AMR 業務実施者に対し出力 

 

「通知先コード」欄 

税関からの事前通知情報を入力者以外にも通知する必要があ

る場合、IAR 業務を他の利用者に行わせる必要がある場合及び

CHR 業務並びに「混載貨物情報呼出し（NVC11）」業務を他の利用

者に行わせる必要がある場合に利用者コード（最大 3つ）を入力 

  

 

出港前報告訂

正（ハウス

B/L） 

CHR11（呼出

し） 

CHR（訂正等登

録） 

NVOCC 全般事項 

・当該業務により「訂正」「削除」「追加」が可能 

・「追加」について、AHR 業務で「ハウス END」登録まで行った後

及びATD業務後においてAHR業務実施時に報告漏れとなった情

報を追加登録 

 また、船舶情報（トランシップ等）の訂正に伴う再報告も可能 

・「訂正」及び「削除」について、ATD 業務が完了している場合

には、「リスク分析結果事前通知情報」が出力されている場合

に限って実施可能 

・「訂正」について、訂正対象・対象外項目に関係なく、全項目

の入力が必要（呼出し業務を活用） 

・AHR 業務時に「通知先コード」欄に入力があった場合は、当該

利用者についても「訂正」及び「削除」が可能 

出港前報告不一致情報（民

間） 

ATD 業務後、当業務により「追加」又は「訂正」された場合

で、報告期限までに出港前報告が行われていない場合、ハウス

B/L に関連付けされたマスターB/L が登録されていない場合等

に、ATD 業務実施者に対し出力（当該業務実施者には出力され

ない） 

＜訂正不可項目＞ 

・「船舶コード」欄 

・「航海番号」欄 

・「船会社コード」欄 

・「船積港コード」欄 

・「船積港枝番」欄 

・「B/L 番号」欄 

上記項目を訂正する必

要がある場合には、削除の

うえ、AHR 業務にて再登録

を実施 

出港日時報告 ATD 
船会社、船舶代

理店 
全般事項 

 共同運航の船舶の場合は、本船利用船会社毎に当該業務を実施

する必要がある 

出港前報告不一致情報（民

間） 

 報告期限までに出港前報告が行われていない場合、マスター

B/L として登録されているにも関わらずハウス B/L が関連付け

されていない場合等に、当該業務の実施者に対し出力 

 

船卸許可申請 

DNC11（呼出

し） 

DNC（申請） 

船会社、船舶代

理店 

全般事項 

・「リスク分析結果事前通知情報」の「事前通知コード」欄に「SPD」

が出力された場合に、当該業務を実施 

・当該業務の対象となるオーシャン（マスター）B/L に対して ATD

業務が行われていない場合は、ATD 業務実施後に当該業務を実

施 

・当該申請の撤回については、書面又は「汎用申請（HYS）」業務

により税関に提出（税関にて、「許可・承認等登録業務」を実

施） 

船卸許可申請控情報 
 当該業務の実施者及び「通知先コード欄」に入力があった利

用者に対し出力 

 

「通知先コード」欄 

 当該業務により出力される申請控情報及び許可通知情報を入

力者以外にも通知する必要がある場合に利用者コード（最大 2

つ）を入力 

船卸許可通知情報 
当該業務の実施者及び「通知先コード欄」に入力があった利

用者に対し出力 

積荷目録情報

登録呼出し 
MFR11 

船会社、船舶代

理店 
全般事項 

 AMR 業務により登録された情報を呼出し、MFR 業務への画面に

展開 
積荷目録情報登録呼出情報 

システムに登録されている出港前報告情報のうち、MFR 業務

に利用しうる情報を呼び出したうえで出力 

 

積荷目録情報

登録（一括） 
MFI 

船会社、船舶代

理店 
全般事項 

・AMR 業務によりに登録された情報を利用して、本船利用船会社

単位に一括で積荷目録情報を登録する場合に、当該業務を実施 

・共同運航の船舶の場合は、本船利用船会社毎に当該業務を実施

する必要がある 

積荷目録情報登録結果一覧

情報 
 当該業務の実施者に対し出力 

＜入力項目＞ 

・「船舶コード」欄 

・「航海番号」欄 

・「船会社コード」欄 

・「船積港コード」欄 

・「船積港枝番」欄 

・「船卸港」欄 

・「船卸港枝番」欄 



NACCS 業務 入     力 出     力 
備  考 

業務名 業務コード 入力者 入力項目名等 説    明 出力情報名 説    明 

積荷目録提出 DMF 
船会社、船舶代

理店 
全般事項  既存業務（入力項目に変更なし） 

出港前報告不一致情報（民

間） 

出港前報告が行われていない場合又は ATD業務が行われてい

ない B/L が存在する場合に、当該業務の実施者に対し出力 

 

リスク分析結果事前通知情

報 

・税関が事前通知を必要と判断した場合に、CDN（出港前報告

審査終了・事前通知内容確認）を行うことで入力者等に出力 

＜以下、主な出力パターン＞ 

・「SPD」について、マスターB/L が原因の当通知を実施する場

合には当該マスターB/L に係る当業務実施者に、ハウス B/L

が原因の当通知を実施する場合には当該ハウス B/Lに関連す

るマスターB/L に係る当業務実施者に対し出力（この場合、

関連するハウス B/L に原因がある旨通知される） 

・出港前報告情報に対して出力された「DNL」及び「HLD」が解

除されることなく当業務が行われた場合、事前通知コード

「DNU」に自動切替えされたうえで当業務実施者に対し出力

（AMR 業務実施者にも出力） 

 

積荷目録情報

訂正 

CMF01（提出

前） 

CMF02（提出

後） 

CMF03（次船卸

港の追加） 

船会社、船舶代

理店 
全般事項  既存業務（入力項目に変更なし） 

出港前報告不一致情報（民

間） 

CMF02 業務が実施され、当該貨物に係る出港前報告が行われ

ていない又は ATD 業務が行われていない場合に、当該業務の実

施者に対し出力 

 

リスク分析結果事前通知情

報 

・税関が事前通知を必要と判断した場合に、CDN（出港前報告

審査終了・事前通知内容確認）を行うことで入力者等に出力 

＜以下、主な出力パターン＞ 

・CMF02 業務が実施され、DMF 業務時に出力された事前通知が

解消されていない場合に、当該業務実施者、DMF 業務実施者、

AMR 業務実施者及び「通知先コード欄」に入力があった利用

者に対し出力（ただし、同一利用者が複数の出力先に該当す

る場合は、当該利用者に対し 1通のみ出力） 

出港前報告一

覧照会 
IML 

船会社、船舶代

理店、NVOCC 
全般事項 

・出港前報告業務（訂正業務を含む）により登録された情報に基

づき、本船利用船会社単位又はマスターB/L 単位に船舶情報及

び B/L 情報の「一覧」を照会する 

・入力者条件なし 

・出港前報告一覧照会情報 

・出港日時報告状況一覧情報 

・出港前報告（ハウス B/L）

一覧照会情報 

 別紙「出力イメージ」参照 

＜入力項目＞ 

・照会区分 

・船舶コード 

・航海番号 

・船会社コード 等 

出港前報告照

会 
IAR 

船会社、船舶代

理店、NVOCC 
全般事項 

・出港前報告業務（訂正業務を含む）により登録された情報に基

づき、B/L 単位に「出港前報告情報（詳細情報）」を照会する 

・入力者条件あり（船会社：B/L の登録と同一の者、船舶代理店：

船卸港において船会社との受委託が契約ある者、NVOCC：AHR

等業務実施者、共通：AMR 業務等で「通知先コード」欄に入力

された利用者） 

出港前報告照会情報  別紙「出力イメージ」参照 

＜入力項目＞ 

・B/L 番号 

・マスターB/L 番号照会識

別 

注）システムの仕様変更等により、内容が変更となる場合があります。 



１-２．「出港前報告制度」における NACCS 業務毎の主なポイントについて（出力情報） 

 

１． リスク分析結果事前通知情報（Advance Notice of Risk Assessment Result） 

DNL 船積取止 HLD 追加情報 DNU 船卸一時停止 SPD 未報告等 

≪運用例≫ 

AMR 業務実施者が「船会社」で、当該事前通知の内容を「船舶代理店」や「CY」が把握する必要がある場合

には、AMR 業務実施時に「通知先コード（×3）」欄に船舶代理店等の利用者コードを入力する 

 

２． 「船卸許可申請控」及び「船卸許可通知」 

 ※コード「SPD」の事前通知が行われた場合に、「船卸許可申請（DNC）」業務による申請（税関の許可）が必要 

出力先 

DNC 業務実施者 

DNC 業務時に「通知先コード欄」に入力のあった利用者 

≪運用例≫ 

DNC 業務実施者が「船舶代理店」で、申請（許可）の内容を「船会社」や「CY」に通知する必要がある場合に

は、DNC 業務実施時に「通知先コード（×2）」欄に船会社等の利用者コードを入力する 

 

３． 「不一致情報（Discrepancy Information of Advance Filing）」 

出力契機 条件 出力先 

ATD 業務 

・報告期限超過の B/L が存在 

・ハウス B/L 未報告のマスターB/L が存在 

・ハウス B/L のみ報告されているマスターB/L が存在 

・関連する B/L 間で船舶情報が不一致 

ATD 業務実施者 

DMF 業務 
・AMR 業務で未報告のマスターB/L が存在 

・ATD 業務が未実施のマスターB/L が存在 
DMF 業務実施者 

≪運用例≫ 

「不一致情報」は、ATD・DMF 業務に出力されるため、不一致の内容を必要に応じて AMR（前記 ATD 業務等と

実施者が異なる場合）・AHR 業務実施者に連絡する 

 

注）システムの仕様変更等により、内容が変更となる場合があります。 

通知の対象

となる B/L 

主な出力パターン 

通知コード 出力先 

マスター 

DNL・HLD AMR 業務実施者及び AMR 業務時に「通知先コード」欄に入力のあった利用者 

DNU（DNL/HLD からの切

替えを含む） 

AMR 業務実施者、AMR 業務時に「通知先コード」欄に入力のあった利用者及び DMF 業務実施

者（ DNL 又は HLD が解除されることなく DMF 業務が実施された場合） 

SPD 
AMR 業務実施者、AMR 業務時に「通知先コード」欄に入力のあった利用者及び DMF 業務実施

者（当該業務が実施されている場合） 

ハウス 

DNL・HLD 
AHR 業務実施者、AHR 業務時に「通知先コード」欄に入力のあった利用者及び関連するマス

ターB/L に係る AMR 業務実施者 

DNU（DNL/HLD からの切

替えを含む） 

AHR 業務実施者、AHR 業務時に「通知先コード」欄に入力のあった利用者、AMR 業務実施者

及び DMF 業務実施者（ DNL 又は HLD が解除されることなく DMF 業務が実施された場合） 

SPD 
関連するマスターB/L に係る AMR 業務実施者、AMR 業務時に「通知先コード」欄に入力のあ

った利用者及び DMF 業務実施者（当該業務が実施されている場合） 
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１-３．「出港前報告制度」に係る接続試験等について 

 

１．接続試験 

（1） スケジュール 

区分 対象利用者 期間 概要 

フェーズ０ 自社システム利用者、SP 10/1（火）～10/20(日) 自社システムからの接続確認 

フェーズⅠ 自社システム利用者、SP（SP 経由利用者）、

税関 

11/5(火)～2/28(金) 自社システムからの業務実施確

認 

フェーズⅡ 

（1回目） 

船会社、船舶代理店、NVOCC、税関 

※1 自社システム利用者、SP 経由利用者、

パッケージソフト利用者いずれも可能 

※2 一部既存業務については、CY、保税

蔵置場等の参加が可能 

1/20（月）～1/24(金) 

各日 00：00～24：00 

民・官一貫したシステム運用確

認 

フェーズⅡ 

（2回目） 

同上 2/17（月）～2/21(金) 同上 

 

（2） 「フェーズⅡ」の内容について 

 ・予め設定されたシナリオに基づき、自社データ（実データ、過去データ、疑似データ）又は NACCS センターが

提供する疑似データによる運用確認を実施 

   例：①AMR～ATD～MFR～DMF  ②AMR～CDN01（税関）～CMR11～CMR～CDN01（税関）～ATD～MFR～DMF 等 

 ・税関より「事前通知」を行うシナリオあり（各回の最終日については、15：00 までに実施のこと） 

 ・「船卸許可申請」～「船卸許可（税関による審査終了）」を行うシナリオあり（ただし各回の最終日（1/24 及び

2/21）のみで、各日 12：00 までに実施のこと） 

 ・税関からの事前通知が必要な場合は、品名欄の先頭に「*DNL*」「*SPD*」等と入力 

 ・税関による「事前通知」及び「船卸許可（税関による審査終了）」について、依頼（申請）が集中した場合には

全てに対応できない場合あり 

 ・パッケージソフト利用者については、事前に「接続試験用パッケージソフト」のインストールが必要（NACCS

センター「出港前報告掲示板」からのインストールが可能） 

 

その他、接続試験の詳細につきましては、NACCS センター「出港前報告掲示板」に掲載されている各種資料をご

確認ください。 

接続試験「フェーズⅡ」につきましては、民・官ともに「出港前報告制度の円滑な運用開始」に向けた重要な

機会となりますので、積極的なご参加をお願いいたします。 

 

２．税関様式「積荷目録」の改正等について 

平成 25 年 7月 10 日の当協議会でもご説明したとおり、「関税法基本通達の一部改正（平成 25 年 6月 28 日付）」

が本年 3 月 10 日より実施されることになり、海上コンテナ貨物については、新たに追加となる「積荷目録（C-2031）」

又は「海上コンテナ貨物に係る積荷目録（C-2032）」を使用していただくことになります（その他、「出港前報告制

度」に係る様式も追加となります）。 
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２．とん税及び特別とん税の「納税義務者」について 

 

 

とん税法及び特別とん税法の各第 4 条には、「納税義務者」について以下のとおり規定されており

ます。 

 

第 4 条 とん税（特別とん税）は、外国貿易船の船長（船長がその職務を行うことができない場合

には、船長に代わってその職務を行う者。以下同じ。）が納付しなければならない。 

  2   外国貿易船の運航者がとん税（特別とん税）の納付についての事務を当該外国貿易船の船

長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項

の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者がとん税を納付しなければならない。 

 

また、前記下線部「納税についての事務を船長以外の者に行わせることについての税関長の承認（特

別納税義務者の承認）」については、とん税法施行令及び特別とん税法施行令各第 1 条に、当該承認

に係る記載事項等が規定されております（別紙申請様式参照）。 

 

NACCS における「とん税等納付申告（業務コード：TPC）」業務において、前記特別納税義務者の承

認を受けていないにもかかわらず、申告者が「船長」ではなく「運航者」になっている場合が散見さ

れますので、入力内容を十分ご確認の上業務を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

＜入力画面及び項目毎の入力条件＞ 
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＜「船舶運航者コード」欄＞ 

特別納税義務者の承認を受けている場合は、船

舶運航者を船会社（SCAC）コードで入力 

※承認を受けていなければ入力不要だが、入力が

あった場合は、帳票の申告者名・住所欄にシス

テムに登録されている運航者名等が出力され

る 

＜「申告者名」欄＞ 

システムに登録されている船長名が、当該業務

実施時点での船長名と異なる場合に入力（ただ

し、「船舶運航者コード」欄の入力があった場合

には入力不可） 

※通常は入力不要と思われるが、入力があった場

合は当該入力内容が優先され、帳票に出力され

る 

＜「申告者住所」欄＞ 

「申告者名」欄と同様 



税関様式S第1010号 
 

申請番号                                                                            

とん税及び

特別とん税
納税義務者承認申請書 

平成    年    月    日 
 
            税 関 長 殿 

申 請 者 
  住    所 
氏名又は名称                                  ○印 

 
とん税法第４条第２項及び特別とん税法第４条第２項の規定により、下記のとおり納税義務者の承認を受けた

いので申請します。 
記 

住 所  
納 税 義 務 者 
と な る べ き 者 

氏名又は名称  

所 在 地  

名 称  

本邦にある主たる営業

所及び代表者 

外国法人である場

合に限る。 代表者の氏名  

所 在 地  

名 称  

納付事務を行う営業所

等及びその責任者 

上記の外にある場

合に限る。 責任者の氏名  

開 港 名  

名   称 国   籍 純 ト ン 数 

   

   

   

船 舶 

申請者が運行する船舶の全部 

添 付 書 類  

（注） １． この申請書は、２通（ただし同一開港に他の税関官署があるときは、その税関官署の数だけ余分

に）提出して下さい。 
２．  申請者が運行する船舶の全部について承認を申請するときは、該当欄に○印を付して下さい。こ

の場合は、船舶の名称、国籍、純トン数は記載を要しません。 
（規格Ａ４） 



NACCS 業務「とん税等納付申告（業務コード：TPC）」業務における注意点について 

 

 

「とん税等納付申告（業務コード：TPC）」業務において、横浜港に入港した本船に係る当該業務を

行った際に、 

    ・「入出港届提出番号」欄・・・入港届業務を行った際に払い出された番号を入力 

                   ※横浜税関本関に届け出た入港届に係る番号 

    ・「港コード」欄・・・川崎港のコード「JPKWS」と入力 

 したため、「とん税等納付申告控情報」が川崎税関支署（取締担当部門及び収納担当部門）に出力さ

れるという事案が複数回発生しました。 

 現状では、上記のような入力を行った場合でもシステム上エラーとなりませんので、特に横浜港及

び川崎港それぞれの入港船を掛け持ちでご担当されている代理店におかれましては、入力内容を十分

ご確認の上業務を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

＜入力画面＞ 
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「入出港届提出番号」欄と「港

コード」欄の組合せを十分ご

確認のうえ、業務を行ってく

ださい。（横浜港に入港した本

船の場合には港コード欄に

「JPYOK」、川崎港の場合には

「JPKWS」と入力） 

＜参考＞ 



 

 

３．NACCS「汎用申請業務（業務コード：HYS）」における留意点について 

 

 NACCS の「汎用申請業務」については、「内国貨物船用品（機用品）積込承認申告」等、行おうとす

る税関手続きの申請様式を NACCS 掲示板からダウンロードのうえ、必要事項を入力し、入力済みの申

請様式を添付・送信することにより、手続きを行うことができる業務となっております。 

 電算関係税関業務（NACCS）事務処理要領では、「申請様式は、NACCS 掲示板からダウンロードした

ものをそのまま使用すること」と規定しておりますが、一部に独自に作成した様式や入力した申請様

式を PDF 化したものが添付された申請が見受けられます。 

 税関（取締部門）では、関税法第 102 条（証明書類の交付及び統計の閲覧）等の規程に基づき船用

品等の統計計上作業を行っており、汎用申請業務にて添付された電子データを利用し計上作業（専用

ツールによる読み込み）を行っておりますが、独自に作成した様式等では正しい計上ができない（エ

ラーとなる）場合があります。 

以上のことから、規定通りに「NACCS 掲示板からダウンロードしたものをそのまま使用」していた

だきますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

＜参考：NACCS 事務処理要領等より抜粋＞ 

 添付する申請様式について 

   申請様式については、事前に税関の確認を受けた場合を除き、NACCS 掲示板からダウンロード

したものをそのまま使用する 

 添付ファイルの最大容量 

   1 業務でファイル容量の合計が 3MB まで添付することが可能 

 添付ファイルの形式 

データの種類 添付ファイルの形式 拡張子 備考 

文書データ TEXT 形式 .txt  

Microsoft Word 形式 .doc  

.docx 

マクロ等の実行可能なモジュー

ルを含まないこと 

XML 形式 .xml  

表データ Microsoft Excel 形式 .xls  

.xlsx 

マクロ等の実行可能なモジュー

ルを含まないこと 

CSV 形式 .csv  

イメージデータ JPEG 形式 .jpg  

TIFF 形式 .tif  

Windows ビットマップ形式 .bmp  

PDF 形式 .pdf  

※ ZIP 形式、LZH 形式等の圧縮ファイルは添付不可 

 申請様式のダウンロード方法 

NACCS 掲示板⇒業務コード集⇒汎用申請関係⇒汎用申請手続一覧（様式は全て Excel 形式にて掲載） 

（例） 
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税関長　殿

申告年月日 (例：2010/2/24) 申告税関官署 (税関官署コード2桁)

海上・航空識別 (船用品：1、機用品：2) 積込場所

積込船（機）名 積込年月日 (例：2010/2/24)

船舶（航空機）の種類 積込方法

国籍 (国連LOCODE(国名2桁)) 申告者氏名（名称及び代表権者の氏名）

純とん数又は自重 (単位：トン)

申告者住所

航海日数 (単位：日)

旅客数 (単位：人)

乗組員数 (単位：人)

積込貨物

枚 欄

(規格Ａ４）

7

6

5

4

3

2

1

数　　量 価　　格　（円）

10,000

200

数量
単位

100,000

※　承認印・承認年月日

KL

箱

50,000,000

※　税関記入欄

Sheets items

例 紙巻タバコ

例
揮発油
（トリプロピレン）

1

社内整理番号

Declaration of Loading of Ship’s ( Aircraft’s ) Stores of Domestic Goods

※申告番号

内 国 貨 物 船 用 品 （ 機 用 品 ） 積 込 承 認 申 告 書

（注）
　１．※印の欄は記載しないで下さい。
　２．積込貨物は、統計品目の区分毎にまとめて記載して下さい。
　３．鉱油表示欄は、積込貨物が“鉱油（統計品目番号2709、2710及び3403）”の場合に“1”を記入して下さい。
　４．数量の単位は、炭化水素油はKL、酒類・鉱水等はL、飲料水はトン、その他はKG、個数、組による。

8

品　　名
鉱油
表示



AMR:出港前報告
タイミング 船積24時間前

概要 オーシャン（マスター）B/Lに関す
る出港前報告

⼊⼒単位 オーシャン（マスター）B/L単位に
実施

⼊⼒者
・船会社(共同運航の場合は、本船
利⽤船会社毎に実施)

・船舶代理店

その他
・各B/Lの出港前報告実施年⽉⽇時
分は、AMR実施の年⽉⽇時分

・在来貨物、空コンテナは報告対
象外

ATD:出港⽇時報告

タイミング
出港⽇時確定後（DMF実施前ま
でに必ず⼊⼒）

概要 船積港を出港した⽇時の登録

⼊⼒単位 本船・船積港単位に実施

⼊⼒者
・船会社(共同運航の場合は、
本船利⽤船会社毎に実施)

・船舶代理店

船積24時間前 出 港

AMR

外国

*訂正についても本業務で⾏う

ATD DMFMFI PKI/PKKMFR
MFR

MFR

(多数件処理)

SPD

MFR11 MFR

DNC
許可

MFR

⼊港24時間前

⽇本

CMF01

PID

⼊港 船卸

DNC:船卸許可申請

タイミング （SPD通知後）船卸前まで

概要 船卸許可申請を⾏う

⼊⼒単位 オーシャン（マスター）B/L単位
に実施

⼊⼒者 船会社・船舶代理店

MFI:積荷⽬録情報登録(⼀括)

タイミング
AＭR(出港前報告)後からDMF
を⾏う前まで

概要
AMRの情報に基づき、MFRを
⼀括登録する

⼊⼒単位 船積港単位(ATD単位)⼜は船
卸港単位(DMF単位)に実施

⼊⼒者
・船会社(共同運航の場合は、
本船利⽤船会社毎に実施)

・船舶代理店

CMR

AHR

CHR

NVC11 NVC01

AHR:出港前報告(ハウスB/L)

タイミング 船積24時間前

概要
・ハウスB/Lに関する出港前報告
・マスターB/L配下の全ハウスB/Lの登録を完了した場合に終了
登録(ハウスEND)を実施

⼊⼒単位 ハウスB/L単位に実施

⼊⼒者 NVOCC

その他 ・各B/Lの出港前報告実施年⽉⽇時分は、AHR実施の年⽉⽇時分
・在来貨物は報告対象外

CMF02

【積荷情報追加・訂正・削除の実施タイミング】

○ 出港前報告（ＡＭＲ業務）で登録された積荷情報の訂正等は、原則、出港日時報告（ＡＴＤ業務）までに
出港前報告訂正（ＣＭＲ業務）で実施する。ＡＴＤ業務実施後は、税関からのリスク分析結果等の事前
通知（ＤＮＬ、ＤＮＵ、ＨＬＤ、ＳＰＤ）がある場合のみCMR業務で実施可能

○ 出港前報告（ハウスB/L)（AHR業務）で登録された積荷情報の訂正等は、原則、出港日時報告（ＡＴＤ
業務）までに出港前報告訂正（ハウスB/L)（ＣHＲ業務）で実施する。ＡＴＤ業務実施後は、税関からのリス
ク分析結果等の事前通知（ＤＮＬ、ＤＮＵ、ＨＬＤ、ＳＰＤ）がある場合のみCHR業務で実施可能

ＮＡＣＣＳ業務フロー

nakanoyo
テキストボックス
NACCS業務フロー

nakanoyo
ノート注釈
nakanoyo : Unmarked

nakanoyo
タイプライターテキスト

nakanoyo
タイプライターテキスト

nakanoyo
タイプライターテキスト



4062-06-1



4062-08-1



4062-10-1



4061-06-1



4061-06-2



4061-06-3



4061-06-4



4061-06-5




hh:mm-yyyy/MM/dd船卸期間終了日時yyyy/MM/dd船卸期間開始日時 hh:mm

hh:mm

XE船舶国籍XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE-

XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXXE-XXXXE申請者

yyyy/MM/dd申請年月日XXXXXXXXX1E船卸許可申請番号XXXXXXXXXE-XE申請先官署

yyyy/MM/dd入港年月日XXXXE船卸港船会社航海番号

船舶 XXXXXXXX

XXXXXXXXXE XXXE -

-

Ｂ／Ｌ番号Ｂ／Ｌ番号

SAS121-L-1


hh:mm-yyyy/MM/dd船卸期間終了日時yyyy/MM/dd船卸期間開始日時

yyyy/MM/dd審査終了年月日

hh:mm

XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXXE

［税関通知欄］

hh:mm

XE船舶国籍XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE-

XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXXE-XXXXE申請者

yyyy/MM/dd申請年月日XXXXXXXXX1E船卸許可申請番号XXXXXXXXXE-XE申請先官署

yyyy/MM/dd入港年月日XXXXE船卸港船会社航海番号

船舶 XXXXXXXXE

XXXXXXXXXE XXXE -

-

Ｂ／Ｌ番号Ｂ／Ｌ番号

関税法第１６条第３項の規定により、あなたが申請した貨物の船卸しを許可します。

SAS122-L-1



XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE50

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE49

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE48

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE47

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE46

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE45

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE44

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE43

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE42

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE41

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE40

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE39

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE38

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE37

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE36

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE35

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE34

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE33

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE32

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE31

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE30

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE29

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE28

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE27

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE26

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE25

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE24

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE23

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE22

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE21

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE20

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE19

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE18

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE17

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE16

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE15

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE14

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE13

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE12

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE11

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE10

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE9

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE8

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE7

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE6

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE5

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE4

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE3

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE2

XXXXX XXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE1

XOverflowyyyy/MM/ddDate of ArrivalXXXXXEPort of Discharge

Relaxed Application Area X-Date of Departure

-

Difference from GMT

X

XXXXEhh:mmyyyy/MM/dd

CarrierVoyage NumberVessel Port of LoadingXXXXXXXXE XXXXEXXXXXXXXXE XXXE

Discrepancy Information of Advance Filing 1 / 1

Incomplete
Departure

Time Resist

Incomplete
Advance
Filing

Discrepant
Vessel

Information
No Relevant
MasterB/L

No Relevant
HouseB/L

Incorrect
Reporting

TimeB/L Number

-

Discrepancy Identifier

SAS108-L-1



税 関 様 式 C 第 ２０３１号 
Customs Form C No.2031 

積 荷 目 録 
CARGO DECLARATION 

Page No. 

 1. 船舶の名称 
Name of ship 

2. 船舶の国籍 
Nationality of ship 

3. 報告を行う港
※ 

Port where report is made 
4. 船長の氏名

※ 
Name of master 

 5.船荷証券番号、コンテナー

番号、記号及び番号 
Bill of lading number; 
Container number； 
Marks and Number of Cargo 

6.品名 
Description of 
Goods 

7. 包装の数及

び種類 
Number and 
kind of 
packages 

8.総重量 
Gross weight 

9.容積 
Measurement 

10.船積港 
Ｐort of Loading

11.船積港出港日時 
Date-time of departure 
at port of loading 

12.仕出地 
Place of shipment

13.仕向地 
Place of 
Destination 

14.荷送人 
Shipper 
 

15.荷受人 
Consignees 

 
           

 
           

            

            

 
           

 
           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

16. 日付及び船長又は委任を受けた代理人若しくは船舶の職員による署名 
Date and signature by master, authorized agent or officer 

 
 
（注）  ※の付されている項目については記入不要。 
Note  It is not necessary to fill in the item marked “※”.                                                                                                                                             (規格 A4) 
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タイプライターテキスト
別紙2-1
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税関様式 C 第２０３２号 
Customs Form C No.2032 

海上コンテナー貨物に係る積荷情報 
MARITIME CONTAINER CARGOES INFORMATION 

平成   年   月   日 
Ｄａｔｅ：             

１．報告者氏名又は名称 
Name of Reporter 

２．報告者住所及び電話番号 
Address and Telephone Number of Reporter 

３．申請者 ID 
Reporter ID 

４.報告者メールアドレス） 
e-Mail Address of Reporter 

５.船舶の名称又は信号符字 
Name or Call sign of ship 

６．船舶の国籍 
Nationality of ship 

７．航海番号 
Voyage 
number 

８．船積港 
Port of loading

９．船積港出
港（予定）日時
（Estimated） 
date-time of 
departure at 
port of loading

10．船卸港 
Port of 
discharge 

11．船卸港入港予定日時 
Estimated date-time of arrival 
at unloading port 

12 船会社コード 
Carrier code 

 13．荷送人名称、
住所、国名及び電
話番号 
Consignor Name, 
Address, Country,  
Telephone Number 

14．荷受人名称、
住所、国名及び電
話番号 
Consignee Name, 
Address, Country, 
Telephone Number 

15．着荷通知先名
称、住所、国名及
び電話番号 
Notify Party Name, 
Address, Country, 
Telephone Number 

16．荷渡地 
Place of 
delivery 

17．品名 
Description of 
Goods 

18．代表品目
番号 
Harmonized 
System Code 
(6-digit) 

19．包装の数 
Number of 
Packages 

20．総重量 
Total Gross 
Weight 

21．容積 
Volume 

22．記号・番号
Mark and 
Number of 
Cargo 

23．船荷証券番号 
Bill of lading No. 

 

（混載親Ｂ/Ｌ番号） 
(Master B/L No.) 

24．コンテナー番号
Container No. 

25．シール番
号 
Seal No. 

26．コンテナ
ーサイズコード
Container Size 
Code 

27．コンテナ
ータイプコード
Container 
Type Code 

28．コンテナ
ー所有形態コ
ード 
Container 
Ownership 
Code 

29．IMDG コード 
・国連番号 
IMDG Class 
Number and 
United Nations 
Dangerous Goods 
Identifier 

30．仕出地 
Place of 
Shipment 

31．税関記入
欄 
Official Use 

1 

          

          

2 

          

          

3 

          

          

MOFA5210
タイプライターテキスト
別紙2-2

MOFA5210
タイプライターテキスト
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 13．荷送人名称、
住所、国名及び電
話番号 
Consignor Name, 
Address, Country, 
Telephone Number 

14．荷受人名称、
住所、国名及び電
話番号 
Consignee Name, 
Address, Country, 
Telephone Number 

15．着荷通知先名
称、住所、国名及
び電話番号 
Notify Party Name, 
Address, Country, 
Telephone Number 

16．荷渡地 
Place of 
delivery 

17．品名 
Description of 
Goods 

18．代表品目
番号 
Harmonized 
System Code 
(6-digit) 

19．包装の数 
Number of 
Packages 

20．総重量 
Total Gross 
Weight 

21．容積 
Volume 

22．記号・番号
Mark and 
Number of 
Cargo 

23．船荷証券番号 
Bill of lading No. 

 

（混載子Ｂ/Ｌ番号） 
(House B/L No.) 

24．コンテナー番号
Container No. 

25．シール番
号 
Seal No. 

26．コンテナ
ーサイズコード
Container Size 
Code 

27．コンテナ
ータイプコード
Container 
Type Code 

28．コンテナ
ー所有形態コ
ード 
Container 
Ownership 
Code 

29．IMDG コード 
・国連番号 
IMDG Class 
Number and 
United Nations 
Dangerous Goods 
Identifier 

30．仕出地 
Place of 
Shipment 

31．税関記入
欄 
Official Use 

4 

          

          

5 

          

          

6 

          

          

7 

          

          

8 

          

          

9 

          

          

（規格 A4） 
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申請番号                                                                                                            税関様式C第２０９０号 
Application No.                                                                       Customs Form C No.2090 

船 卸 許 可 申 請 書  
Application for Permission for Unloading 

 
平成    年    月    日 
Date:                      

税 関 長 殿 
To Director General of        Customs 

申  請  者 
Applicant： 
住      所 
Address： 
氏名又は名称                                     印 
Name or Trade Name：                                                (Seal) 
 ( 署 名 ) 
(Signature) 

関税法第１６条第3 項の規定により、下記のとおり貨物の船卸しの許可を受けたいので申請します。 
I hereby apply for permission for unloading under the provisions of Art, 16, par. 3 of the Customs Law as follows. 

記 

Note 

1. 船卸しする開港の名称 

Name of Unloading Port 

 

2. 船舶の名称、種類
※
及び

信号符字
※
 

Name ,Type
※
 and Call sign

※
 of 

Ship 

3. 船舶の国籍 

Nationality of Ship 

4. 航海番号 

Voyage Number 

5. 入港日時 

Date-time of Arrival 

6. 船卸期間 

Period of Unloading 

自平成   年   月   日 午前・後   時   分 

From              Date             Time 

至平成   年   月   日 午前・後   時   分 

To                Date             Time 

7. 船荷証券番号 

Bill of lading No. 

(Master／House) 

8. コンテナーの番号、種類

及びシール番号 
Container No. / Type and Size / 

Seal No 

9. 品名 

Description of Goods 

10. 記号及び番

号 
Marks and 

Numbers 

11. 包装の種類

と数量 

Number and kind of 

packages 

12. 総重量 

Total Gross Weight

13. 貨物の船積

港 

Port of Loading 

14. 船積港出港

日時 

Date-time of 

departure at port of 

loading 

15. 税関記入欄
※
 

Official Use
※
 

         

         

         

(注)  ※の付されている項目については、記入不要。 

Note： It is not necessary to fill in the item marked “※” 
（規格Ａ４） 
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税関様式Ｃ第２０９５号 

平成  年  月  日 

 

船卸許可申請撤回申出書 

 

 

       税関長 殿 

 

申出者                      

氏 名（又は法人名）          印 

（署 名）                 

住 所                   

電話番号                  

 

代理人                     

氏 名（又は法人名）          印 

（署 名）                 

住 所                   

電話番号                  

 

下記の船卸許可申請について、撤回を申し出ます。 

 

記 

申請番号 
 

申請年月日 
 

撤回理由 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

（規格 A4） 
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タイプライターテキスト
別紙2-4

MOFA5210
タイプライターテキスト



税関様式 C 第１１０００号 

Customs Form C No.11000 

貨物の船卸一時停止通知書 
Notice of the Suspension of the Unloading cargo from ship 

平成  年  月  日 
Date:                 

殿 
To 

税関長           印 
Director General of               Customs 

 
 関税法第１０６条第１項第１号の規定により、下記のとおり貨物の船卸しの

一時停止を通知します。 
You are hereby notified that, pursuant to the provisions of Item 1 Paragraph 1 Article 106 of the 
Customs Law, the following cargo is suspended unloading from the ship. 
 

記 
Note 

船舶の名称及び船舶識別番号（又は信号符字） 
Name of Ship and IMO ship Identification (or Call sign of ship) 

船舶国籍 
Nationality 
of ship 

入港年月日 
Date of arrival 

   

船卸しを一時停止する港 
Port name 

 

船卸しを一時停止する期間 
Period of the suspension of the 
unloading cargo from ship 

自平成  年  月  日 午前・後  時  分 
From                      Date                     Time

至平成  年  月  日 午前・後  時  分 
To                        Date                     Time

船卸しを一時停止する理由 
Reason of the suspension of the 
unloading cargo from ship

 

対象貨物 Cargo description 
船荷証券番号  
Bill of lading number 

 

コンテナー番号  
Container number 

 

備考  
Remarks 

 

  （規格 A４） 
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